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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のお知らせ
■臨時特別給付金について
　国の経済対策に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やか
に生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1 世帯当たり 10 万円の現金（臨時特別
給付金）を支給します。

■支給対象となる世帯
　次の、①又は②に該当する世帯で、子育て世帯への臨時特別給付金を受給した方も対象となります。
　（注意）住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯を除きます。

　①令和 3年度住民税（均等割）が非課税の世帯
　　　令和 3 年 12 月 10 日（基準日）において五戸町の住民基本台帳に記載されている世帯で、世帯全員の令和 3 年度
　　住民税均等割が非課税である世帯。

　②家計急変世帯
　　　令和 3 年 1 月以降の収入が大幅に減少し、①の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。（新型コロナ
　　ウイルス感染症の影響によらない減収は対象外です。）

■支給額
　1 世帯当たり 10 万円（①と②の重複受給はできません。）

■手続き等について
　①令和３年度住民税（均等割）が非課税の世帯

　ア）世帯すべての方が、令和 3年 1月 1日以前から五戸町にお住まいの場合
　　　●対象となる世帯には、五戸町から、給付内容や確認事項が書かれた確認書が２月末までに送られます。
　　　●中身を確認して、令和 4 年 3 月 23 日までに五戸町福祉課に返信してください。

　イ）世帯の中に、令和 3年 1月 2日以降に転入した方がいる場合
　　　●給付金を受け取るには、申請が必要です。令和 3 年 1 月 2 日以降に転入した方の所得課税証明書又は
　　　　非課税証明書の添付が必要です。
　　　●申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に五戸町福祉課の窓口へ、直接又は郵送でご提出ください。
　　　●申請期限　令和 4 年 3 月 23 日
　　　●申請書類は、五戸町福祉課の窓口にあります。五戸町ホームページからもダウンロードできます。

　②家計急変世帯
　　　●給付金を受け取るには、申請が必要です。
　　　●申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに五戸町福祉課の窓口へ、直接又は郵送でご提出ください。
　　　●申請期限　令和 4 年 9 月 30 日
　　　●申請書類は、五戸町福祉課の窓口にあります。五戸町ホームページからもダウンロードできます。

　※「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

■お問合せ
　▷制度について
　　●内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
　　　電話…0120 － 526 － 145　　　受付時間…9：00 ～ 20：00（土・日・祝を含む）
　▷この記事に関することについて
　　●五戸町福祉課
　　　電話…0178 － 62 － 7955　　　受付時間…8：15 ～ 17：00（平日のみ）
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園児・小学生等の保護者／その保護者を雇用している事業所の皆さまへ
　以下①・②どちらかに該当する子どもの世話が必要になった労働者に、特別に有給休暇（賃金全額支給）を取得
させた事業主は「小学校休業等対応助成金」の支給対象となります。
　事業主の皆さまは、この助成金を活用して有給休暇制度を設けていただき、新型コロナウイルスにより子どもが
在宅になる保護者が、年休とは別に有給休暇を取得できる環境の整備をお願いします。

　①新型コロナウイルスへの対応として、臨時休校をした小学校等（※）に通う子ども
　　　※幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、
　　　　小学校、放課後児童クラブ、特別支援学校（全ての部）　など
　　　※障害のある子どもについては、中学校、高等学校等も含む
　②新型コロナウイルスに感染した（※）など、小学校等を休む必要がある子ども
　　　※感染したおそれがある（風邪症状、濃厚接触者等）、医療的ケアが日常的に必要、
　　　　感染時に重症化リスクの高い基礎疾患を持つ　などを含む

■支給額
　有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額　×　10/10

■助成金の対象となる休暇について
　○労働基準法上の年次有給休暇（年休）とは別に取得した特別の有給休暇（半日休・時間休も含む）
　　・特別休暇制度の就業規則等が未整備でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象
　○既に取得した年休や欠勤、勤務時間短縮を後から特別休暇に振り替えた場合も対象
　○非正規雇用（パートなど）の労働者の取得も対象

■新型コロナウイルスにより子どもの世話が必要になる労働者の方へ
　青森労働局相談窓口では、「職場にこの助成金を利用してもらいたい」等の労働者からの相談によって、事業所
に特別休暇制度導入・助成金利用の働きかけを行っています。
　新型コロナウイルスによる休校等で子どもの世話のために、通常の年休や欠勤扱いになった方は、職場にこの助
成金を紹介してください。
　青森労働局相談窓口：電話 017 － 734 － 6651　（平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分）

新型コロナウイルスにより休業等する事業所の皆さまへ
　以下①～③全てに該当して休業する事業主は、「雇用調整助成金」の支給対象となります。

①新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している

②最近１か月間の売上高又は生産量などが前年同月比 5％以上減少している

③労使間の協定に基づき休業等を実施し、休業手当を支払っている。

■支給金額
　平均賃金額　×　休業手当等の支払率　×　助成率（中小企業：80 ～ 100%）

助成金の詳細は
厚労省 HP で確認を！ 【小学校休業等対応助成金】 【雇用調整助成金】
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青森県後期高齢者医療広域連合からのお知らせ

■申請に必要なもの
支給申請書 個人番号（マイナンバー）がわかるもの（通知カード又はマイナンバーカード）
支給申請のお知らせ 本人確認書類（官公庁発行・発給の顔写真付き身分証明書）
後期高齢者医療被保険者証 印鑑（認印）※申請者と受領者が異なる場合は両者の押印が必要です。
介護保険被保険者証 通帳（又は通帳のコピー）等口座情報のわかるもの

「高額介護合算療養費の支給申請のお知らせ」の送付について
　被保険者で、医療費と介護サービス費の自己負担額の
1 年分（令和 2 年 8 月 1 日～令和 3 年 7 月 31 日）の合
算額が限度額（表）を超えた場合、超えた額が支給され
ます（500 円以下の場合は対象外）。世帯内に被保険者
が複数いる場合は、世帯で合算して支給額を計算します。
　支給要件に該当すると思われる世帯には、2 月下旬（予
定）に「支給申請のお知らせ」を送付します。お知ら
せが届いた方は申請してください。
　対象期間中に後期高齢者医療制度に加入した被保険
者や県外から転入した被保険者がいる世帯など、支給
対象となる世帯でも「支給申請のお知らせ」が送付さ
れない場合がありますので、対象になると思われる方
はお問合わせください。
※ 自 己 負 担 額 は、 支 払 っ た 額 か ら 高 額 療 養 費 や
　高額介護（予防）サービス費を除いた額です。

所　得　区　分 自己負担限度額
現役並み所得Ⅲ ※ 1  212 万円
現役並み所得Ⅱ ※ 2  141 万円
現役並み所得Ⅰ ※ 3  67 万円
一　　　　　般 ※ 4  56 万円
低　所　得　Ⅱ ※ 5  31 万円
低　所　得　Ⅰ ※ 6  19 万円

※ 1…課税所得 690 万円以上の方
※ 2…課税所得 380 万円以上 690 万円未満の方
※ 3…課税所得 145 万円以上 380 万円未満の方
※ 4…住民税課税世帯の方
　　　（※ 1 ～ 3 にも※ 5 ～ 6 にも当てはまらない方）
※ 5…世帯員全員が住民税非課税の方
※ 6…世帯員全員が住民税非課税の方のうち、世帯員全員の
　　　各所得金額が 0 円の方
　　　（公的年金の場合は収入が年額 80 万円以下）

※被保険者が亡くなられている場合は受領申立書の提出が必要です。（事前に提出した場合は不要です。）
※被保険者以外の方が申請又は受領する場合は委任状が必要です。
※被保険者以外の方が申請する場合は委任状に加え、被保険者の個人番号がわかるもの（コピー可）、申請者の
　本人確認書類が必要ですので、詳しくは担当までお問い合わせください。
※重度心身障がい者医療費の助成を受けている場合は、市町村へ受領を委任する委任状が必要です。
※対象期間中に青森県後期高齢者医療以外の医療保険や他市町村の介護保険の加入歴と、自己負担額がある場合は、
　それらの保険の自己負担額証明書が必要です。
※成年後見人が申請される場合は、登記事項証明書（3 か月以内に発行されたもの）をお持ちください。

お問合せ　役場住民課　☎ 62 － 7959（直通）

お問合せ　青森県後期高齢者医療広域連合　☎ 017 － 721 － 3821

お問合せ　青森県後期高齢者医療広域連合　☎ 017 － 721 － 3821

「お薬代負担軽減のご案内」の送付について
　ジェネリック医薬品に切り替えることによりお薬代が一定以上安くなると見込まれる被保険者の皆様へ、「お薬代負担軽減
のご案内」を送付（2 月末予定）し、どのくらい安くなるかお知らせします。ジェネリック医薬品への切り替えを希望する方は、
かかりつけの医師や薬剤師にご相談ください。（医師の判断でジェネリック医薬品への切り替えが出来ない場合があります。）

「医療費通知書」の送付について
　被保険者の皆様に医療費に対する認識と理解を深めていただくことを目的に、年 1 回、1 年分の医療費を記載した

「医療費通知書」を送付しています。
　対象となる期間は令和 3 年 1 月受診分から 12 月受診分ですが、受診した医療機関からの診療情報は、審査支払機
関にて審査終了後に当広域連合へ情報提供されることから、「医療費通知書」がお手元に届くのは 2 月末頃になります。
　なお、「医療費通知書」は、確定申告の際の医療費控除にも使用できますが、前述の理由により確定申告の開始
時期までにお届けできないため、お急ぎの方は領収書でご対応くださいますようお願いします。
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診療科 氏　　名 職名・派遣元 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
内 科 安 藤 敏 典 院 長 消化器検査

新 井 田 修 久 院 長 代 理 消化器検査 ○ ○ ○ ○
佐 藤 和 則 副 院 長 ○ ○ ○ 消化器検査 ○
岡 本 一 雄 十 和 田 市 ○ ○ ○
応 援 医 師 八戸市民病院救命救急ｾﾝﾀｰ 3/22
坂 本 拓 矢 八 戸 市 民 病 院 ○
松 橋 昭 夫 仙 台 市 3/2・16・30

【糖尿病外来】坂 本 拓 矢 八 戸 市 民 病 院 予約制
【糖尿病外来】松 橋 昭 夫 仙 台 市 3/9・23
【循環器内科】三 浦 昌 人 東 北 大 学 教 授 3/24 予約制 3/4・11・18 予約制
【循環器内科】金 濱 　 望 八戸赤十字病院 3/14・28
【精   神   科】応 援 医 師 八 戸 市 民 病 院 3/8・22 午後 予約制
外 　 科 安 藤 敏 典 院 長 ○ 消化器検査 ○ 消化器検査

堂 地 大 輔 科 長 ○ ○
後 村 拓 眞 医 師 ○

【 泌 尿 器 科 】応 援 医 師 弘 前 大 学 ○
【 禁 煙 外 来 】安 藤 敏 典 院 長 午後　予約制
【無呼吸（いびき）外来】安 藤 敏 典 院 長 ○（新患は予約） ○
産 婦 人 科 井 戸 川 敏 彦 特 別 参 事 ○ ○ ○ ○ ○

応 援 医 師 東 北 大 学 3/4
小 児 科 笹 野 拓 也 科 長 ○ ○ ○ ○ ○
整 形 外 科 三 上 靖 隆 科 長 ○ ○ ○ ○ ○
脳 神 経 外 科 深 瀬 栄 一 副 院 長 ○ ○ ○ ○ ○
眼 科 応 援 医 師 東 北 大 学 ○ ○
耳鼻いんこう科 袴 田 真 理 子 八 戸 市 ○ ○
皮 膚 科 小 野 　 彩 東 北 大 学 ○ ○
○診療日・担当医等の予定は、都合により変更する場合がありますので、「五戸ちゃんねる」「五戸総合病院ホームページ」でご確認ください。

【受付時間】再来　７：３０～１１：００　新患　８：１５～１１：００
　●眼科外来（毎週火・金曜日）・・・・・・・・・・・・受付時間１０：００まで
　●小児科予約診療（月曜日～金曜日）・・・・・・・・・診療時間１５：００～１６：３０
　（ただし、健診等のため午後の診療をできない日がありますので、電話でご確認ください。)
　●褥瘡・ストーマケア外来：毎週月曜日（予約制）・・・受付時間　１３：００～１５：００
○他医療機関で受診している方は、紹介状をご持参ください。◎ 22 時以降の救急外来で点滴を要する患者さんは、入院とさせていただく場合があります。

救急病院

五戸総合病院医師一覧表（外来診療）令和 4 年 3 月 1 日現在

救急指定病院
問 五戸総合病院　
☎ ６１－１２００

発熱患者専用電話番号　☎６１－１２０２
自宅で熱を計ってから来院をお願いします。
37.0℃以上の熱がある人は、事前に電話をしてください。敷 地 内
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情報ステーション
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募
集

■
採
用
予
定
日

　

令
和
４
年
４
月
１
日

■
職
種
お
よ
び
採
用
予
定
人
員

①
…
一
般
事
務
員　
　
　
　

２
名

②
…
特
別
支
援
教
育
支
援
員　

１
名

■
任
用
期
間

　

令
和
４
年
４
月
１
日

～
令
和
５
年
３
月
31
日

■
勤
務
時
間

①
…
午
前
８
時
15
分
～
午
後
５
時

②
…
午
前
９
時
～
午
後
５
時

■
勤
務
場
所

①
…
建
設
整
備
課
・
公
民
館

②
…
町
内
の
公
立
小
中
学
校

※
配
属
先
は
試
験
の
結
果
等
を
踏

ま
え
て
決
定
し
ま
す
。

■
給
与
等

①
…
基
本
給
（
13
万
５
１
０
０
～

　
　

14
万
６
１
０
０
円
）、期
末
手
当
、

　
　

通
勤
手
当

②
…
時
間
給
（
１
０
０
０
円
）、

　
　

費
用
弁
償
（
通
勤
手
当
相
当
）

■
保
険
等

①
・
②
…
健
康
保
険
、厚
生
年
金
保
険
、

　
　
　

  

雇
用
保
険

■
休
暇
等

会
計
年
度
任
用
職
員
募
集

①
…
年
次
有
給
休
暇
、
特
別
休
暇

②
…
勤
務
実
績
に
よ
る

※
勤
務
条
件
等
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
又
は

申
込
書
の
添
付
書
類
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
受
験
資
格

 

・
日
本
国
籍
を
有
し
、
地
方
公
務
員

法
第
16
条
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者

 

・
18
歳
以
上
（
学
生
は
除
く
）
の
通
勤

可
能
で
、
パ
ソ
コ
ン
操
作
が
で
き
る
者

■
受
付
期
間

　

令
和
４
年
２
月
25
日
（
金
）

　
　
　
　

～
３
月
7
日
（
月
）

※
平
日
午
前
８
時
15
分
か
ら
午
後
５
時

ま
で（
郵
送
の
場
合
は
期
間
内
必
着
）

■
面
接
試
験

　

詳
細
は
申
込
者
に
別
途
連
絡

■
受
験
手
続

　
指
定
の
申
込
書
、
履
歴
書
・
身
上
書

等
を
受
付
期
間
内
に
総
務
課
に
持
参
又

は
郵
送
（
当
日
必
着
）
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
込
書
等
は
、役
場
総
務
課
、川
内
・

　

浅
田
・
倉
石
各
支
所
に
あ
り
ま
す
。

五
戸
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

　

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
役
場
総
務
課

☎
62

－

７
９
５
０
（
直
通
）

■
募
集
種
目
…
自
衛
官
候
補
生

■
受
験
資
格

自

衛

官

募

集

税
金

　

令
和
４
年
度
土
地
価
格
等
縦
覧

帳
簿
及
び
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

の
縦
覧
期
間
は
次
の
と
お
り
で
す
。

■
期
間

　

令
和
４
年
４
月
１
日
（
金
）

　
　
　
　

～
５
月
31
日
（
火
）

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く

■
時
間

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分

■
場
所
…
役
場
税
務
課

■
縦
覧
資
格

　

①
納
税
者

　

②
納
税
管
理
者

　

③
代
理
人
（
委
任
状
が
必
要
）

■
持
参
す
る
も
の

　

身
分
証
明
書
（
免
許
証
・
保
険
証
等
）

問
役
場
税
務
課

☎
62

－

７
９
５
４
（
直
通
）

土
地
・
家
屋
価
格
等
の
縦
覧
に
つ
い
て

■
所
得
税
・
住
民
税

　

今
年
の
所
得
税
・
住
民
税
の
申
告

期
限
は
３
月
15
日（
火
）で
す
。例
年
、

期
限
の
間
際
に
な
り
ま
す
と
申
告
会

場
が
混
み
合
い
、
お
待
ち
い
た
だ
く

時
間
も
長
く
な
り
ま
す
の
で
、
お
早

め
に
申
告
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。
ま
た
、
所
得
税
の
申
告
は

ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
が
便
利
で
す
。

■
消
費
税
・
地
方
消
費
税

　

県
の
税
金
で
あ
る
地
方
消
費
税

は
、
国
の
消
費
税
と
同
じ
申
告
書

で
一
緒
に
税
務
署
に
申
告
し
、
消

費
税
と
の
合
計
額
を
国
に
納
め
ま

す
。納
め
ら
れ
た
地
方
消
費
税
は
、

国
か
ら
県
に
払
い
込
ま
れ
ま
す
。

　

今
年
の
個
人
事
業
者
の
消
費

税
・
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
と

納
税
の
期
限
は
、
３
月
31
日
（
木
）

で
す
。
忘
れ
ず
に
申
告
、
納
税
し
て

申

告

は

お

早

め

に

お

知
ら
せ

　
「
青
森
県
無
形
民
俗
文
化
財　

南

部
駒
踊　

～
南
部
駒
踊
石
沢
保
存
会

の
活
動
～
」
と
題
し
て
令
和
３
年
12

月
か
ら
実
施
し
て
い
ま
し
た
令
和
３

年
度
ご
の
へ
郷
土
館
企
画
展
で
す
が
、

「
令
和
３
年
度 

ご
の
へ
郷
土
館
企
画
展
」

展

示

期

間

延

長

農
業
所
得
者
へ
の
お
知
ら
せ

　

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
者

■
受
付
期
間
…
通
年

■
試
験
期
日
…
随
時（
受
付
時
に
通
知
）

■
お
問
合
せ
・
申
込
先

　
自
衛
隊
青
森
地
方
協
力
本
部
八
戸
地
域
事
務
所

☎
45

－

１
９
２
０

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

防
止
の
た
め
令
和
４
年
１
月
24
日
か

ら
２
月
28
日
ま
で
ご
の
へ
郷
土
館
が

休
館
と
な
っ
た
た
め
、
当
初
２
月
27

日
（
日
）
ま
で
と
し
て
い
た
展
示
期

間
を
左
記
の
と
お
り
延
長
し
ま
す
。

　
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
が
終
息
し
た
後

に
、
ご
の
へ
郷
土
館
へ
見
学
に
お
越
し
く

だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
展
示
期
間

　
ご
の
へ
郷
土
館
再
開
後（
３
月
１
日
予
定
）

～
令
和
４
年
３
月
21
日
（
月
）

■
展
示
時
間
…
午
前
10
時
～
午
後
５
時

■
展
示
場
所

　

ご
の
へ
郷
土
館　

２
階
特
設
会
場

■
入
館
料
…
無
料

■
休
館
日
…
月
曜
日（
祝
日
の
場
合
は
翌
日
）

■
お
問
合
せ

▽
ご
の
へ
郷
土
館
（
☎
62

－

５
９
６
５
）

▽
五
戸
町
教
育
委
員
会
（
☎
62

－

２
１
１
１
）

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

総
合
対
策
事
業
と
し
て
、
農
業
生
産

者
に
燃
料
費
の
一
部
支
援
を
調
整
し

て
い
ま
す
。
詳
細
は
農
事
組
合
長
を

通
し
て
回
覧
等
を
行
う
予
定
で
す
。

問
役
場
農
林
課

☎
62

－

７
９
６
０
（
直
通
）

く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問
青
森
地
方
法
務
局
八
戸
支
局
総
務
課

☎
０
１
７
８

－

24

－

３
３
５
１
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あ
な
た
の
大
切
な
自
筆
証
書
遺

言
書
に
つ
い
て
、
相
続
を
め
ぐ
る

紛
争
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
法

務
局
に
お
い
て
保
管
で
き
る
制
度

が
令
和
２
年
７
月
か
ら
始
ま
っ
て

い
ま
す
。
詳
し
く
は
法
務
省
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
又
は
最
寄
の
法
務
局
ま

で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

青
森
地
方
法
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
対
象
と
な
る
事
故

▽
団
体
活
動
中
の
事
故

▽
往
復
中
の
事
故
（
自
動
車
事
故

に
よ
る
賠
償
責
任
保
険
は
適
用
外
）

■
補
償
内
容

　

傷
害
保
険
（
通
院
、
入
院
、
後

遺
障
害
、
死
亡
）・
賠
償
責
任
保

険
・
突
然
死
葬
祭
費
用
保
険

■
加
入
受
付
期
間

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
に

加

入

し

ま

せ

ん

か
？

　

令
和
３
年
11
月
28
日
（
日
）
に

五
戸
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

瑞
穂
館
の
多
目
的
ホ
ー
ル
に
て
五

戸
町
家
庭
教
育
応
援
隊
の
主
催
に

よ
り
『
＃
あ
そ
び
部　

家
庭
教
育

ぷ
ら
す
』
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
子
ど
も

た
ち
を
対
象
に
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
上
映
会
や

様
々
な
工
作
や
実
験
な
ど
を
行
っ
た

り
、
保
護
者
向
け
の
オ
ン
ラ
イ
ン
講

演
会
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

五
戸
町
家
庭
教
育
応
援
隊
で
は

今
後
も
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
企

五
戸
町
家
庭
教
育
応
援
隊
の

活
動
を
ご
紹
介
し
ま
す
！

　

令
和
４
年
３
月
１
日

～
令
和
５
年
３
月
30
日

※
令
和
４
年
度
か
ら
原
則
ウ
ェ
ブ

で
の
加
入
に
な
り
ま
す
。

■
保
険
期
間

　

令
和
４
年
４
月
１
日
午
前
０
時

か
ら
令
和
５
年
３
月
31
日
午
後
12

時
ま
で
（
令
和
４
年
４
月
１
日
以

降
に
加
入
手
続
き
を
し
た
場
合

は
、
翌
日
の
午
前
０
時
か
ら
令
和

５
年
３
月
31
日
午
後
12
時
ま
で
）

■
掛
金

　

１
人
年
額
８
０
０
円
～

１
万
１
０
０
０
円
（
団
体
の
活
動

内
容
・
年
齢
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。）

問
ス
ポ
ー
ツ
安
全
協
会
青
森
県
支
部

☎
０
１
７

－

７
１
８

－

１
１
３
６

※
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。（http://w

w
w

.
sportsanzen.org

）

お

知
ら
せ

　

お
ん
こ
ち
ゃ
ん
・
シ
ロ
宛
て
の
年

賀
状
が
３
７
４
枚
届
き
ま
し
た
！

皆
様
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！

　

な
お
、
１
月
14
日
ま
で
に
年
賀

状
を
送
っ
て
く
れ
た
皆
様
へ
の
お

ん
こ
ち
ゃ
ん
た
ち
か
ら
の
お
返
事

と
、
当
選
し
た
50
名
様
へ
の
お
ん

こ
ち
ゃ
ん
グ
ッ
ズ
は
、
２
月
上
旬

に
発
送
済
で
す
。

問
役
場
総
合
政
策
課

☎
62

－

２
１
１
１　

内
線
２
３
５

年
賀
状
た
く
さ
ん
あ
り
が
と
う
！

画
、
開
催
し
て
い
き
ま
す
。

　
『
＃
あ
そ
び
部　

家
庭
教
育
ぷ
ら

す
』
や
五
戸
町
家
庭
教
育
応
援
隊
の

活
動
に
つ
い
て
興
味
の
あ
る
方
は
左

記
連
絡
先
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
五
戸
町
家
庭
教
育
応
援
隊（
こ
み
や
）

☎
０
８
０

－

５
５
４
１

－

４
６
０
０

　

広
報
ご
の
へ
ま
ち
１
月
号
に
掲
載

し
た
「
子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別

給
付
金
（
追
加
給
付
）」
の
支
給
対
象

者
の
支
給
要
件
に
つ
い
て
、
記
載
誤

り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お

り
訂
正
し
、
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

（
誤
）
※
令
和
２
年
度
所
得
額

（
正
）
※
令
和
２
年
所
得
額

お

詫

び

と

訂

正

　

２
月
15
・
16
日
の
２
日
間
、
五

戸
町
商
店
会
連
合
会
の
主
催
に
よ

り
、「
ま
け
る
市
」
が
町
中
心
商
店

街
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

　

令
和
4
年
度
町
民
税
・
県
民
税

申
告
相
談
の
た
め
、
令
和
4
年
３
月

14
日
（
月
）
に
予
定
し
て
い
た

休
館
日
は
令
和
４
年
３
月
22
日

（
火
）
に
変
更
と
な
り
ま
す
。
施

設
利
用
を
ご
予
定
さ
れ
て
い
る
場

合
は
、
ご
確
認
の
う
え
、
調
整
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
五
戸
町
立
公
民
館

☎
62

－

５
１
１
１

ま
け
る
市
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
！

五

戸

町

立

公

民

館

休
館
日
変
更
の
お
知
ら
せ

イ
ベ
ン
ト
は
毎
年
２
月
中
旬
に
開
催

さ
れ
て
お
り
、
今
年
度
は
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
状
況
を

踏
ま
え
、「
い
ど
ば
た
休
憩
所（
飲
食
・

休
憩
ス
ペ
ー
ス
）」
の
中
止
や
マ
ス

ク
着
用
の
徹
底
等
の
対
策
を
講
じ
た

う
え
で
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　

防
災
行
政
無
線
で
流
れ
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

次
の
番
号
に
電
話
を
か
け
、
音
声

ガ
イ
ダ
ン
ス
に
従
っ
て
お
聞
き
く

だ
さ
い
。（
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
放
送
後

24
時
間
で
消
去
さ
れ
ま
す
）

▽
電
話
応
答
シ
ス
テ
ム

☎
61

－

１
１
０
６

防

災

行

政

無

線

を

も
う
一
度
聞
く
場
合

問
青
森
地
方
法
務
局
八
戸
支
局
総
務
課

☎
０
１
７
８

－

24

－

３
３
５
１

プロジェクト V 主催「お買い物ラリー抽選会」の様子
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【今月のおすすめ】

塞王の楯
（今村　翔吾／著　集英社）
決して破られない石垣を造ろうとする石工の
匡介。しかし、そこに立ちふさがるのは、ど
んな守りも打ち破るという彦九郎の砲。大津
城を舞台に、信念をかけた職人の対決が幕を
開ける。
第 166 回直木三十五賞受賞作。

■一般　■ヤングアダルト
青森 AOMORI 1950-1962 工藤正市写真集 （工藤 正市）
生き生きおらんど昭和の子　ふるさと写真館 （林 剛史）
脳が毎日元気になる ! 音読 1 日 1 分 （加藤 俊徳 他）
嫌われた監督　落合博満は中日をどう変えたのか （鈴木 忠平）
老後とピアノ （稲垣 えみ子）
姉の島 （村田 喜代子）
海をあげる （上間 陽子）
幸田文　老いの身じたく （幸田 文）
黒牢城 （米澤 穂信）
その日まで （瀬戸内 寂聴）

■児童
ほとんど憲法 上・下 小学生からの憲法入門 （木村 草太）
もしも地球がひっくり返ったら　科学のふしぎがわかる ! （川村 康文）
みんなが知りたい ! 宝石のすべて （「宝石のすべて」編集室）
ちいさな虫のおくりもの （谷本 雄治）
ケケと半分魔女　魔女の宅急便特別編　その３ （角野 栄子）
おにたくんのおにぎり （はしもと えつよ）
じゅうじゅうじゅう （あずみ虫）
ちきゅうのための1じかん　あかりをけそう!アースアワー（バオ・ルー 他）
プーさんの戦争　世界一有名なクマのお話（リンジー・マティック 他）
ゆうきをだしてよ、ローガン！ （ニコラ・キニア）

ゆすってごらんりんごの木
（ニコ・シュテルンバウム／著　サンマーク出版）
本を振ったり、回したりしたら、りんごの木
や、くすぐりおばけ、うさぎの家族はとうな
るかな ? ページをめくると、答えがわかる
よ ! 寝かしつけ前やお休みの日など、親子で
一緒に楽しめる、ドイツ発の絵本。

3 月は自殺対策強化月間です

【こんな様子が見られたら要注意！】体とこころの調子が良くないサインです
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・元気がない ・疲れやすい ・気分が落ち込む ・眠れない
・仕事の能率が落ちる ・自分を責める ・決断できない ・失敗が増える
・原因不明の体調不良が長引く ・飲酒量が増える ・食欲が落ちる、痩せた ・身だしなみが乱れる

もし、あなたが悩みを抱えていたら、1 人で悩まず、相談してみてください。あなたに寄り添うたくさんの人（家族、友人、かかりつけ医、
行政機関など）、窓口があります。また、あなたの周りに様子が気になる方がいたら声をかけ、相手の気持ちに寄り添い、耳を傾けてください。

新型コロナ感染症の流行は私たちの生活に様々な影響があり、悩みを抱える人も増えています。

・こころの健康相談統一ダイヤル　☎ 0570 － 064 － 556
・よ り そ い ホ ッ ト ラ イ ン  ☎ 0120 － 279 － 338

←生きづらびっと（LINE）
　ID 検索＠ yorisoi-chat

こころのほっとチャット（LINE）→
ID 検索＠ kokorohotchat

お問合せ　役場健康増進課　☎ 62 － 7958（直通）

相
談
窓
口



11 広報ごのへまち・2022-02

五戸ケーブルテレビのお知らせ
◆五戸ちゃんねる停波のお知らせ（3 月 13 日・日）
　令和 4 年 3 月 13 日は、工事のため、五戸町役場の庁舎全体が停
電になります。この停電に伴い、令和 4年 3 月 13 日（日）、午前
8時から午後 5時まで、五戸ちゃんねるが停波（五戸ちゃんねる
の視聴や録画、データ放送の閲覧が出来ない状態）となります。
五戸ケーブルテレビ加入世帯の皆様にはご迷惑をおかけしますが、
ご理解くださいますよう、お願いいたします。なお、五戸ちゃん
ねる以外の番組（民放や BS 放送）は視聴可能です。

◆ケーブルテレビの調子が悪い時は…
≪ケーブルテレビ故障受付≫

☎ 0120 － 506 － 016
24 時間　365 日受付

◆五戸ちゃんねるについては…
≪役場総合政策課≫
☎ 62 － 7952（直通）

平日 8 時 15 分～ 17 時 00 分

・人口　※（　）内は前月比 前月出生数
総人口 16,356 人（ － 32 ）
男 性 7,888 人（ － 14 ） 2 人
女 性 8,468 人（ － 18 ） 2 人

・世帯数　※（　）内は前月比

6,996 世帯  － 1

数字で見る！

※令和 3 年 12 月 31 日現在

※令和 4 年 2 月 1 日現在

ごのへ★スポーツナビゲーション
★五戸ドーム広告版パートナーについて

★ 3 月休館日

五戸ドーム：2 日、9 日、16 日、23 日、30 日
倉石スポーツセンター：16 日

公益財団法人五戸町スポーツ振興公社
五戸町スポーツクラブ
TEL 62-2301　FAX 62-2365

★お問合せ

・県内の交通事故概況 ※（　）内は前年比

12 月中 年間累計
発 生 293 件（ ＋ 21 ）2,458 件（ ＋ 22 ）
死 者 3 人（ ± 0 ） 29 人（ ＋ 1 ）
傷 者 350 人（ ＋ 34 ）2,919 人（ － 20 ）

★最新の情報提供について

　現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、施設の利用等について
状況が変わる場合がありますので、最新の情報については当公社
ホームページをご覧になるか、下記問合せ先までご連絡をお願いいたします。

　五戸町スポーツクラブでは、子ども達を応援するプロジェクトに賛同してくださる
企業パートナーを募集しています。今回は五戸ドーム広告版パートナーにご協力
いただいた皆様を下記のとおりご紹介いたします。ご支援ありがとうございました。
　今後も継続して企業パートナーや賛助会員を募集しておりますのでよろしくお願いいたします。
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国民健康保険からのお知らせ

対象者について
　非自発的失業（離職）者とは、雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者を対象とします。
　▷確認方法
　　　「雇用保険受給資格者証」（本人所持）による確認とし、「離職年月日　理由」欄の「理由コード（2桁の数字）」
　　が下記のコードであれば、対象となります。
　　　ただし、国民健康保険加入者であること、離職時点の年齢が 65 歳未満であること、離職日が平成 21 年 3 月 31 日
　　以降であることなどの条件があります。

　非自発的失業（離職）により国民健康保険へ加入する方の国民健康保険税について、失業（離職）から一定の期間、
前年の給与所得を 30 ／ 100 として算定し賦課することにより、国民健康保険税を軽減します。
　ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は通常の額を用います。また、給与所得以外は 100 ／ 100 として
算定します。

離職者区分 対象となる理由コード・離職理由の例（※ 3）

特定受給資格者（※ 1）

「11」…解雇
「12」…天災等に起因する事業継続不能となった事による解雇
「21」…雇止め（雇用期間 3年以上、雇止め通知あり）
「22」…雇止め（雇用期間 3年未満、契約更新明示あり）
「31」…事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職
「32」…事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職

特定理由離職者（※ 2）
「23」…期間満了（雇用期間 3年未満、契約更新明示なし）
「33」…正当理由のある自己都合退職
「34」…正当理由のある自己都合退職（被保険者期間 12 か月未満）

（※ 1）特定受給資格者とは、倒産解雇等の事業主都合により離職した者
（※ 2）特定理由離職者とは、雇用期間満了などにより離職した者
（※ 3）特例受給資格者証、高年齢受給資格者証をお持ちの方は対象となりませんのでご注意ください。
離職理由についての詳細は、お近くのハローワーク（公共職業安定所）にお尋ねください。

軽減期間について
　平成22年4月1日以降について適用され、離職日の翌日の属する月から離職日の翌日の属する年度の翌年度末までです。

離職日 軽減期間

例１ 令和 4年 3月 30 日 令和 4年 3月　～　令和 5年 3月

例２ 令和 4年 3月 31 日 令和 4年 4月　～　令和 6年 3月

例３ 令和 4年 4月 20 日 令和 4年 4月　～　令和 6年 3月

申請の手続きについて
　軽減措置が適用されるためには、手続きが必要です。次のものを用意し、役場住民課で手続きしてください。
　手続きが遅れると税の軽減を受けることができなくなる場合がありますのでご注意ください。

　▷持参するもの
　　①雇用保険受給資格者証（ハローワークで交付されたもの）　②保険証　
　　※支所での申請はできませんのでご注意ください。

お問合せ
役場住民課 ☎62－2111（内線115～ 117）

役場税務課 ☎62－2111（内線122）





このカレンダーは広報誌からはずしてご利用いただけます。

2 0 2 2 年
令和3年度３月

日 記念日等 行事等

1 火 デコポンの日

2 水 ミニぶたの日

3 木 耳の日
● とことん元気教室（石沢・中市地区） 　9：30～ 11：30 石沢地区公民館

● みんなの保健室 13：00～ 15：00 役場健康増進課

4 金 ミシンの日 ● トコトコ教室（旧町内地区）
　9：30～ 11：30

13：30～ 15：30
町立公民館

5 土 サンゴの日 ● 第 11回五戸ドームミニサッカー大会 18：50～ 20：50 五戸ドーム

6 日 世界一周記念日

7 月 消防記念日 ● ホッとセンターあ・そ・ぼ 10：00～ 12：00 町立公民館　児童室

8 火 サヴァ缶の日
● 暮らしの相談会 10：00～ 12：00 倉石コミュニティセンター作法室

● 行政相談 13：00～ 15：00 倉石コミュニティセンター作法室

9 水 感謝の日 1歳 6か月児健康診査（令和 2年 8月～ 9月生）12：30～ 12：45 町立公民館

10 木 チベットの日 ● 移動図書館巡回日 　9：00～ 12：00 地区巡回

11 金 めんの日
乳児健康相談（令和 3年 6月～ 7月生） 　9：30～ 9：45 町立公民館

● トコトコ教室（浅田地区） 　9：30～ 11：30 浅水活性化センター

12 土 モスの日

13 日 青函トンネルの日 ● おはなし会 10：30～ 11：00 図書館

14 月 ホワイトデー ● ホッとセンターあ・そ・ぼ 10：00～ 12：00 町立公民館　児童室

15 火 ドメインの日

16 水 社日 4か月児健康診査（令和 3年 9月～ 11月生）　12：30～ 12：45受付 町立公民館

17 木 漫画週刊誌の日
2歳6か月児健康相談（令和元年8月～9月生）　9：30～ 9：45受付 町立公民館

● みんなの保健室 13：00～ 15：00 役場健康増進課

18 金 精霊の日
● トコトコ教室（川内地区） 　9：30～ 11：30 瑞穂館

● とことん元気教室（中市・又重地区） 　9：30～ 11：30 保健福祉センター

19 土 カメラ開発記念日

20 日 電卓の日

21 月 春分の日

22 火 放送記念日

23 水 世界気象デー 3歳児健康診査（平成 30年 6月～ 7月生） 12：30～ 12：45受付 町立公民館

24 木 世界結核デー
● 暮らしの相談会 10：00～ 12：00 町立公民館　児童室

● 行政相談 13：00～ 15：00 町立公民館　児童室

25 金
プレミアム
フライデー

● トコトコ教室（豊間内地区） 　9：30～ 11：30 豊間内地区コミュニティセンター

● まち・カフェ 10：00～ 12：00 町立公民館

26 土 風呂の日

27 日 さくらの日

28 月 三つ葉の日

29 火 マリモの日

30 水 信長の野望の日

31 木 山菜の日

今月の納期

3 月が納期の税金等はありません

行事についてのお問い合わせ先　五戸町役場　☎ 62-2111

五戸ちゃんねる停波のお知らせ
令和 4年 3 月 13 日（日）は五戸町役場庁舎内での工事に伴う停電のため、午前 8時から
午後 5時まで、五戸ちゃんねるが停波となります。詳細は本誌 11 ページの「五戸ケーブル
テレビのお知らせ」欄にてご確認ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、記載している行事等は今後、延期や中止になる場合があります



町コミバスがタッチで乗り降り！便利なＩＣカード「ハチカ」誕生
　令和４年２月 26 日から、八戸圏域内で運行する町コミバス、南部バス、
八戸市営バスに乗るとき、降りるときにタッチするだけの便利な交
通系ＩＣカード「ハチカ」サービスが開始します。
　「ハチカ」は、バスの定期券などの交通機能に加え、電子マネー
Suica 機能の両方のサービスが利用できる便利なカードです。
　「ハチカ」１枚で南部バスと八戸市営バス両方の定期券として利用
できるため、高校生のバス通学がとても便利になります。
　また、「ハチカ」にチャージした電子マネー Suica でバス運賃を
お支払いいただくと、お支払い運賃の 3％（満 12 歳から 22 歳までの場合は
12％）が交通ポイントとして貯まります。貯まった交通ポイントはバス運賃の
お支払いに利用できます。
　「ハチカ」は 1,000 円（預け金 500 円含む）で、南部バス五戸営業所で
購入できます。

詳細は、八戸公共交通ポータルサイトへ
左記QRコードからもアクセスできます

現金の方はこれまで同様、運賃箱に
お金を入れてお支払いください。

現金の方はこれまで同様、
整理券をお取りください。

お問合せ　岩手県北自動車株式会社南部支社 (南部バス )　☎0178－ 44－ 5249

【国民年金】20歳以上の学生の方へ
　日本国内に住むすべての人は、20 歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられて
います。保険料を納められないときは、未納のまま放置せず、「学生納付特例」を申請しましょう。
　国民年金保険料の学生納付特例・追納に関する詳細は、日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp/
service/kokunen/menjo/index.html）をご覧ください。

▷学生納付特例制度とは？
　本人の前年所得が基準以下の学生を対象とした、
国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
▷老後に受け取る年金はどうなる？
　老齢基礎年金を受け取るためには、原則として、保険料の
納付済期間等（受給資格期間）が 10 年以上必要です。
　保険料を納付した場合、学生納付特例が承認された場合、
保険料が未納の場合では、右表のとおり違いがあります。
▷保険料の後払い（追納）が可能です！
　　将来、満額の老齢年金を受け取るために、追納が承認された月の前
10 年以内であれば、保険料をさかのぼって納めることができます。

老齢基礎年金

受給資格期間への算入 年金額への反映

納　　　　付 〇 〇

学生納付特例 〇 ×

未　　　　納 × ×

※学生納付特例の承認を受けた期間は、受給資格期間に含まれますが、
　年金額の計算対象にはなりませんので、保険料を全額納付した場合と
　比べて年金額が低額となります。
※保険料を未納のままにしておくと、万一、病気やけがで一定の障害が
　残ったときに、障害基礎年金が受け取れなくなる可能性があります。

お問合せ　役場住民課（国保班）　☎0178－ 62－ 2111（内線117）


